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１． 目的 

 流山市（以下「委託者」という。）は、こどもたち一人一人の自己存在感を育む不登校

支援の一環として、また、こどもたちの運動に親しむ機会の確保や心身の健康保持増進、

グローバル感覚の育成や新たな価値の創出を目指したワークショップの実施のため、最も

優れた知識・能力、専門性等を有する事業者を公募型プロポーザル方式（以下「プロポー

ザル」という。）により選定する。 

 

２． 業務の概要 

（１）業務名称 

   令和８年度不登校児童生徒支援事業業務委託 

（２）業務内容 

別紙４「令和８年度不登校児童生徒支援事業業務委託仕様書」（以下「仕様書」と

いう。）のとおり。 

（３）履行場所 

流山市流山４丁目３５９番地（流山小学校ほか１９か所） 

 

３． 履行期間 

 契約締結の日の翌日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４． 委託金額の上限 

 ２０，８９９，０９１円（消費税及び地方消費税を含まない額。） 

   

５． 参加資格要件 

 次に掲げる条件をすべて満たしている事業者とする。 

（１）本業務を受託した場合、仕様書に記載の水準を満たした業務を遂行できること。 

（２）業務の実績については、当該業務の募集開始日から起算して過去５年以内に国又は

流山市を含む地方公共団体等からの不登校児童生徒支援に関する業務の受託（関連

業務を含む）の実績があること。 

（３）複数の企業又は団体等により構成された者でないこと。 

（４）宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。 

（５）特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦、支持もしくは反対することを目的

とした団体でないこと。 

（６）暴力団でないこと、暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。 

（７）申込受付開始の日からプレゼンテーション実施の日までにおいて、流山市長から指

名停止又は指名除外を受けている団体でないこと。 
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６． プロポーザルへの参加 

 参加しようとする事業者は、令和８年４月１３日（月）午後５時（必着）までに、令和

８年度不登校児童生徒支援事業業務委託公募型プロポーザル参加申込書（第１号様式）と

受託実績調書（第２号様式）を持参又は郵送にて提出すること。（仕様書・提出書類等に

ついては、市ホームページからダウンロード可能。） 

 TOP＞事業者向け情報＞入札・契約＞公募型プロポーザル情報＞令和８年度不登校児童

生徒支援事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 

 

７． プロポーザル参加資格の通知 

 令和８年４月１５日（水）までに、適格とされた参加者に対して参加許可及びプレゼン

テーションの日程を電子メールで通知する。 

 

８． 質問の受付及び回答 

 確認が必要な事項については「令和８年度不登校児童生徒支援事業業務委託の応募に関

する質問」（第３号様式）を使用し、電子メールのみ質問を受付ける。 

 送信先メールアドレス shidou@city.nagareyama.chiba.jp 

（１）質問の受付期間 

 令和８年４月６日（月）正午まで 

（２）質問に対する回答 

 令和８年４月８日（水）に市ホームページにおいて公表。 

 TOP＞事業者向け情報＞入札・契約＞公募型プロポーザル情報＞令和８年度不登校児童

生徒支援事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 

 

９． 提案書等の提出 

 提案書は、仕様書を熟読のうえ令和８年度不登校児童生徒支援事業業務委託公募型プロ

ポーザル提案書（第４号様式）及び令和８年度不登校児童生徒支援事業業務委託公募型プ

ロポーザル見積書（第５号様式）について作成し、令和８年４月２３日（木）午後５時

（必着）までに持参又は郵送により提出すること。 

（１）提出書類等 

 ア 令和８年度不登校児童生徒支援事業業務委託公募型プロポーザル提案書（第４号様

式）・・・７部 

 イ 令和８年度不登校児童生徒支援事業業務委託公募型プロポーザル見積書（第５号様

式）（見積金額内訳書を含む）・・・１部 

※見積書には、事業者名、代表者職・氏名及び住所を記載し、押印すること。 
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（２）提案書作成要領 

 ア 提案書の用紙サイズはＡ４版とし、下部にページ番号を記載し、左上部を綴じたも

のを７部提出する。 

 イ 文字サイズは１２ポイント以上とし、簡潔・明瞭に記載すること。なお、文章を補 

完するために必要なイラスト・イメージ図等の挿入を認める。 

 ウ カラー印刷での提出を認める。 

 エ 提出書類のボリュームは問わないが、プレゼンテーション時間（１５分）を考慮

し、適正なものとすること。 

（３）書類等の提出先 

 〒２７０－０１９２ 

 千葉県流山市平和台１丁目１番地の１ 

 流山市役所第１庁舎２階 流山市教育委員会学校教育部指導課宛て 

 

１０． 主なスケジュール 

 令和８年 ４月 ２日（木）公募型プロポーザル募集要項等の公表 

令和８年 ４月 ６日（月）正午   質問票の受付期限 

令和８年 ４月１３日（月）午後５時 参加申込書等の提出期限 

令和８年 ４月１５日（水）まで 参加許可の通知及びプレゼンテーション日程通知 

（電子メール） 

令和８年 ４月２３日（木）午後５時 提案書等の提出期限 

令和８年 ５月 １日（金）午前１０時３０分以降 プレゼンテーション実施 

令和８年 ５月 ８日（金）事業者選定及び選考結果通知 

令和８年 ５月上旬～中旬 契約締結 

令和８年 ５月上旬～中旬 業務開始 

 

１１． 事業者の選定 

 令和８年度不登校児童生徒支援事業業務委託公募型プロポーザル審査会が優先交渉権者

を選定する。 

（１）プレゼンテーション実施日及び場所 

令和８年５月１日（金）午前１０時以降に実施する。 

詳細については、別途電子メールにて通知する。 

（２）実施時間 

プレゼンテーション１５分、質疑応答１０分、合わせて２５分とする。 

（３）参加人数 

受託後の本業務を直接担当する者を含む３名までとする。 
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（４）その他 

プレゼンテーションに必要なプロジェクター及びスクリーンは委託者で用意するた

め、動作確認が必要な場合は、事前に連絡すること。 

 

１２． 審査方法等 

令和８年度不登校児童生徒支援事業業務委託公募型プロポーザル審査会が、提案され

た内容を「優先交渉権者決定基準」に基づき審査し、その結果、最高得点を獲得した事業

者を優先交渉権者に決定する。 

 

１３． 選定結果の通知 

 優先交渉権者決定後、速やかに審査結果を応募業者に通知する。 

（１） 優先交渉権者には、公募型プロポーザル選定結果通知書（第７号様式）をもって

通知する。 

（２） 優先交渉権者以外の応募業者には、公募型プロポーザル非選定結果通知書（第８

号様式）をもって通知する。 

 

１４． プロポーザルの途中辞退 

（１）応募業者は、申出によりプレゼンテーション実施日の前日までプロポーザルへの参

加を辞退することができる。 

（２）辞退の申出は、公募型プロポーザル参加辞退届（第６号様式）（以下「辞退届」と

いう。）を提出すること。 

（３）辞退届の提出方法は持参又は郵送とするが、提出する前に必ず担当に連絡をするこ

と。 

（４）プロポーザルへの応募業者が、提出期限までに提案書等を提出しない場合は、参加

を辞退したものとみなす。 

 

１５． 各関係法令等の遵守 

（１）応募者は、当該プロポーザルにより、各関係法令、流山市条例及び規則を遵守す

ることを誓約するものとみなす。 

（２）応募者が各関係法令等（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、労働基準法（昭

和２２年法律第４９号）に違反した場合は、公募型プロポーザルへの参加資格、優

先交渉権又は委託契約を取り消すものとする。 

 

１６． 契約に関する事項 

（１）契約の締結 
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優先交渉権者と委託者が協議し、提案書による内容を基本として、業務に係る仕

様を確定させたうえで契約を締結する。契約締結交渉の結果、合意に至らなかった

場合は、その次に高得点を獲得した事業者と交渉を行う。 

（２）契約保証金 

流山市財務規則（昭和６１年３月３１日規則第１２号）第１４６条第１項の規定

により契約金額の１０分の１以上の契約保証金を納付することとする。ただし同規

則同条第４項各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を免除する。 

（３）委託業務の全部を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。委託業務

の一部を第三者に再委託する場合は、あらかじめ再委託承諾願（第９号様式）を委

託者に提出し、書面による承諾を得ること。 

 

１７． その他留意事項 

（１）本プロポーザルに参加するための書類作成に係る費用等については、応募者の 

負担とする。 

（２）提案書提出期間終了後の提案等の修正又は変更は一切認めない。 

（３）提出された書類は返却しない。 

（４）同一の者から複数の提案書の提出は認めない。 

（５）本件に関し、提出された関係書類等は、本件以外の目的で使用することはない 

ものとする。 

（６）本プロポーザルは、都合により、延期し、又は取りやめることがある。この場 

合において、参加者は異議を申し立てることができず、損害を受けることがあ 

っても、その費用を請求できないものとする。 

 

１８． 問い合わせ先及び担当 

（１）担当 流山市役所 

      流山市教育委員会 学校教育部 指導課 

      〒２７０－０１９２ 流山市平和台１丁目１番地の１ 

（２）電 話 ０４－７１５０－６１０５ 

（３）ＦＡＸ ０４－７１５０－０８０９ 

（４）Ｅメール shidou@city.nagareyama.chiba.jp 


